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１ 本業務などの目的，概要 

(1) 目的 

柏市は 1954 年（昭和 29 年）11 月 15 日に誕生し，東京へ通勤する人々のベットタウ

ンとして，人口の増加とともにまちの成⾧を続けてきた。人口は，当面の間，増える傾

向にあるが，これまでのような右肩上がりの人口動態や社会動態を前提としたまちづく

りだけでは，近い将来，成⾧を続けることが困難となることが見込まれている。 

このような背景の中，｢“ 市民それぞれのウェルビーイングの実現 ” ＝誰もが心も身体

も満たされている状態の実現｣ ，と今後，人口が増加すると見込まれる 10 年間において，

｢“ 新しい価値の創造 “ ＝ 新たなまちの成⾧を支える機能や価値を作り上げていくこと｣ 

により，これまでのベッドタウン型の都市から，地域を牽引する魅力あふれる｢“ リーデ

ィングコアシティ “ ＝皆があこがれ，住みたい・住み続けたい，訪れたいと思うまち｣ へ

の転換を目指している。 

柏市のマスタープランである第 6 次総合計画では，将来像を｢柏市に関わる一人ひとり

が想いを実現できるまち｣として，（1）創造的なまち，（2）居心地のよいまち，（3）

地域の個性が輝くまちの実現を掲げている。公園の分野においては，人の集まる魅力的

な拠点づくりのため，｢花や緑の豊かな生活を送ることのできるまち｣を目指し，本市が

持つ地域資源との連動性も考慮しながら，公園整備を進めることとしている。 

以上を踏まえ，花や緑によって，更なる魅力あるまちづくりを進めていくため，市民

にも分かりやすい，緑によるまちづくりの指針となる「緑の基本計画（以下「新計画」

という。）」を策定するものである。また，新計画は，都市緑地法（以下「法」とい

う。）第４条に規定される「緑地の保全や緑化の推進に関して，その将来像，目標，施

策などを定める基本計画」に該当する計画である。 

なお，柏市緑の基本計画（現計画）は，平成 17 年度に柏市と沼南町が合併したことを

契機に平成 21 年６月に策定，令和２年３月に改定したものである。計画目標年度を令和

７年度としている。本業務は，公園行政に関する高度な専門性が求められるだけでなく，

都市緑地法運用指針に記載されるように，こども，農業，環境，防災や減災，健康，福

祉，スポーツなどの各分野やパークマネジメント，インクルーシブ，生物多様性，レジ

リエンス，SDGs といった幅広い視点も必要となる。 

このことから，受注者や業務を担当する者が，高度な専門性や経験を保有することが

重要であり，価格競争である一般競争入札ではなく，より質の高い成果を求めるプロポ

ーザル方式により実施するものである。 

(2) 業務概要 

 以下に掲げる業務項目を行う。なお，業務内容の詳細は，別紙「柏市緑の基本計画改

定業務委託仕様書」（以下，「仕様書」という。）のとおりとする。なお，契約締結時

の仕様書は，選定した優先交渉権者の企画提案内容を踏まえ，業務内容を調整する予定

である。 

 (3) 予定契約期間 



  

3 
 

契約日から令和９年 3 月３１日（火）まで  

(4) 予定金額（上限金額） 

９，９６６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

令和７年度 ４，９６６，０００円 

令和８年度 ５，０００，０００円（債務負担行為） 

 

２ 参加資格 

(1) 参加資格要件 

参加資格を有する者は，公募日から契約締結の日までにおいて，次の要件の全てを満

たす者とする。なお，複数の入札参加資格者で構成される共同事業体で参加する場合は，

すべての構成員が，次の要件を満たす必要があること。 

ア 納税義務がある場合は必要な申告などをしていること，及びその場合において主た

る事業所を有する所在地に係る地方税，法人税，消費税及び地方消費税を滞納してい

ないこと。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続き又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該

当しないこと。 

エ 柏市建設工事請負業者など指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）に基づく指名

停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領（平成２６年１２月１８日制定）に基づく

指名排除を受けていないこと。 

オ 電子交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又はこの公告の日

前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。 

カ 社会保険への加入（加入の義務がない場合を除く。）や最低賃金の順守等，労働者

の労働条件については，労働関係法令を遵守すること。 

キ 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）のうち造園部門

かつ都市計画及び地方計画部門の登録があること。 

ク 主任技術者は，次の(ｱ)から(ｴ)のいずれかの資格保有者とすること。また共同企業体

の場合は，いずれかの企業が保有すること。 

 (ｱ) 技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

 (ｲ) 技術士（総合技術監理部門：都市及び地方計画） 

 (ｳ) ＲＣＣＭ（都市及び地方計画） 

 (ｴ) ＲＣＣＭ（造園部門） 
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３ 全体スケジュール 

内容 期日 

公募開始 令和７年７月 １日（火） 

参加意思表明書受付締切 令和７年７月１４日（月） 

参加資格要件確認結果通知 令和７年７月１７日（木） 

質疑書の締切 令和７年７月２４日（木） 

質疑書に対する回答 令和７年７月２９日（火） 

提案書などの提出締切 令和７年８月２２日（金） 

プレゼンテーション審査（予定） 令和７年９月 １日（月） 

プロポーザル方式結果通知 令和７年９月 ５日（金） 

契約日（予定） 令和７年９月１９日（金） 

 ※各実施日は特段の事情が生じた場合は変更することがある。 

４ 参加意思表明について 

(1) 期限 

ア 持参の場合 

令和７年７月１４日（月）午後５時まで 

※ 受付は，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日以外の日の午前９時から午後５時までとする。 

イ 郵送の場合 

令和７年７月１４日（月）午後５時まで 必着 

(2) 提出書類 

ア 参加意思表明書（様式１） 

イ 暴力団排除に係る誓約書（様式２） 

ウ 会社概要書（任意様式※） 

※ 会社案内（パンフレット）による代替でも可とする。ただし，会社名，設立年

月，資本金，本社所在地，技術者数，業務内容の項目が記載されたものとする。 

エ 配置技術者資格要件（様式３） 

オ 社会保険及び労働保険並びに最低賃金法適用報告書（様式４） 

カ 納税証明書等（納税証明書「その３」） 

キ 建設コンサルタント登録証明書の写し 

ク 共同企業体証明書（様式５） 
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  複数の者が共同で応募する際は，本様式を提出するものとする。 

ケ 共同企業体協定書（自由様式） 

コ 使用印鑑届（自由様式） 

サ 代理人届（自由様式） 

シ 事前申請書（様式１１）（希望する場合） 

※ ク～サについては，複数の者が共同提案する場合に提出すること。なお，共同提案

にあたって，ク～サの提出がない場合は，失格とする。 

(3) 提出先及び提出方法 

ア  持参の場合 

以下の場所に持参すること 

場所：千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１ ３階 都市部公園緑地課） 

イ  郵送の場合 

以下の郵送先に郵送すること（必着） 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５千葉県柏市柏五丁目１０番１号都市部公園緑

地課」とする。 

※ 郵送した場合は，その旨を事務局（０４－７１６７－１１４８）へ連絡するこ

と 

(4) 部数 

各２部（正本１部 副本１部※）※副本は複写可 

(5) 参加資格の可否 

提出書類により参加資格の確認を行い，令和７年７月１７日（木）までに参加意思表

明をした全ての者に対して，電子メールにより連絡する。 

また，事前申請書の提出があった者に対し，電子メールにより資料を提供する。 

５ 質疑について 

(1) 質疑方法 

ア 質疑書（様式６）を電子メールで事務局あてに送付すること。 

イ メールの件名は【緑の基本計画プロポーザル（法人名）】とすること。 

ウ 以下のメールアドレスに送付すること。 

  メールアドレス：koenryokuchi@city.kashiwa.chiba.jp  

エ 送付した際は，事務局（０４－７１６７－１１４８）に連絡し，到着を確認するこ

と。 

オ 評価などに影響をおよぼすおそれがある内容（参加業者数・参加業者名・選定委員
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など）についての質問は受け付けない。 

カ 電話や窓口訪問による口頭での質疑は受け付けない。 

キ 質疑は，参加資格を満たす者に限る。 

ク 質疑期間中においては質疑の回数に制限を設けない。 

(2) 質疑期間 

令和７年７月１７日（木）から令和７年７月２４日（木）午後５時まで 

(3) 回答方法 

 令和７年７月２９日（火）までに，参加資格を有する全ての者（辞退した者は除く）

に対して質疑と回答の内容を電子メールで送信する。 

６ 参加意思表明書の提出後の辞退について 

(1) 期限 

ア 持参の場合 

令和７年７月３０日（水）午後５時まで 

※ 受付は，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日以外の日の午前９時から午後５時までとする。 

イ 郵送の場合 

令和７年７月３０日（水）午後５時まで 必着 

(2) 提出書類 

辞退届（様式７） 

(3) 提出先及び提出方法 

ア  持参の場合 

以下の場所に持参すること 

場所：千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１ ３階 都市部公園緑地課） 

イ  郵送の場合 

以下の郵送先に郵送すること（必着） 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５千葉県柏市柏五丁目１０番１号都市部公園緑

地課」とする。 

※ 郵送した場合は，その旨を事務局（０４－７１６７－１１４８）へ連絡するこ

と 

７ 企画提案書の作成と提出 

(1)  企画提案の内容 

本市から提供する参考資料（本要領１５(4)）も踏まえ，次に掲げる題目①～③に対し
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て，提案内容を分かり易く具体的に記載すること。 

なお，提案書は図や表などを用い可能な限り簡素化し，分かりやすくまとめること。 

題目 

①現状分析 ・柏市の緑の行政に関して，全国各地の他自治体と比較

して，その秀でていること，弱いところ等，現状分析

等による考察を述べること。なお，行政課題（緑の保

全・維持・増加，公園の魅力化，公園の管理・更新，

若手職員の能力向上など），市民視点，民間活力の視

点も考慮すること。 

 

②計画の構成と業務の進め

方 

・仕様書の第 4 条(1)～(4)の各々の項目に関して，具体

にどのように業務を進めるか，そのスケジュールや追

加提案も含めて，提案すること。令和７年度，令和８

年度の実施する内容を提案すること，なお，そのスケ

ジュールは，見積書の内訳書と合致すること。 

・現計画の項目との違いを比較して，どう変更するの

か，どう工夫するのか説明すること。 

 現計画の構成  

 １章 緑の将来像と目標 

 ２章 緑の推進施策 

 ３章 緑の地域別構想 

 ４章 計画の推進に向けて 

 ５章 緑の現況 

 ６章 緑の評価と課題 

・なお，本委託費に市民ワークショップの実施費用は見

込んでいないが，現委託費の中で実施できる，市民意

見の取り入れ方や関係団体へのヒアリングなどについ

て可能な範囲で提案すること。（行政との役割分担に

より実施する手法も可能） 

 

③業務体制に関する内容 ・以下の内容するアピールポイント（業務担当者及び主

任技術者は自らプレゼンし，実績や本業務に関してす

ること） 

○業務担当者 

自らの経歴や直接担当した業務において行った独自の

工夫などの実績に関するアピールを行うこと，また，



  

8 
 

本業務に関して，その保有する専門性や実績をどう活

かすか，その考えを述べること。 

○主任技術者 

自らの経歴や実績のアピールを行うこと，また本業務

にその専門性を活かしてどのように関わるか，業務の

ステージ毎の役割について述べること。 

○その他 

その他に，本業務に関わる協力者など，社としてどの

ような体制を組んで，取り組むのか，考えを述べるこ

と。 

 

(2) 提出書類 

 パワーポイント等により作成した以下のア～キの項目を記した企画提案書等を必要部

数提出すること。 

●企画提案書（表紙のみ様式８） 

ア 提案①に関する内容 

イ 提案②に関する内容 

ウ 提案③に関する内容 

●その他 

エ 業務の実施体制（様式９） 

オ 配置予定者（様式１０） 

カ 参考見積書及び内訳書（自由様式） 

※ ア～カの順序でインデックスを付け，Ａ４フラットファイルで提出すること。 

※ フォントサイズは１０．５ポイント以上とする。 

※ カは，本要領１(4)に記載の予定金額（上限金額）を越えないこと。参考見積額は税

抜きとして，内訳書は仕様書第４条に示す項目別の内訳書とし，令和７年度と令和８

年度の内訳も区分して提出すること。 

(3) 部数 

計６部（正本１部 副本５部※）※副本は複写可 

(4) 期限 

ア 持参の場合 

令和７年８月２２日（金）午後５時まで 

※ 受付は，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
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号）に規定する休日以外の日の午前９時から午後５時までとする。 

イ 郵送の場合 

令和７年８月２２日（金）午後５時まで必着 

(5) 提出先及び提出方法 

ア 持参の場合 

以下の場所に持参すること。 

場所：千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１ ３階 都市部公園緑地課） 

イ 郵送の場合 

以下の郵送先に郵送すること（必着） 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５千葉県柏市柏五丁目１０番１号都市部公園緑

地課」とする。 

※ 郵送した場合は，その旨を事務局（０４－７１６７－１１４８）へ連絡するこ

と。 

(6) その他 

ア 参加意思表明書を提出後，提出期限までに提案書などの提出がない場合は，参加を 

 辞退したものとみなす。 

８ プレゼンテーション 

(1) 予定日 

令和７年９月１日（月） 

上記日程は，予定であり，参加意思表明書の提出があった者に対して，別途日時を連

絡するものとする。 

(2) 場所 

  参加意思表明書の提出があった者に対して，別途連絡するものとする。 

(3) 実施時間 

５０分以内とする。 

※ 目安：説明２０分＋質疑３０分以内，セッティングに係る時間は説明時間に含む。 

※ 時間については，提案者数によって変更する場合がある。 

(4) 人数 

本業務を担当する責任者（担当者）を含め５名以内とする。 

(5) 貸出物品 

 机・椅子・プロジェクター・スクリーン・パソコン・延⾧コードとする。それ以外

の物品については，提案者の負担において用意すること。 
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(6) その他 

 ア プレゼンテーションは，提出書類のほか，パワーポイント投影による説明も可能と

する。その際は，事前に事務局にパワーポイントデータを提出すること。なお，パワ

ーポイント形式は 16:9 とする。 

 イ プレゼンテーションは，非公開で行う予定である。 

 ウ 説明は主に担当技術者が実施するものとする。 

 エ プレゼンテーション時の追加資料の提出は認めないものとする。 
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９ 審査基準 

(1) 審査項目，配点 

審査項目 掛率 評価点 

企画提案内容に対する評価   90 

  

  

  

  

題目に関する提案  90 

  

  

  

①現状分析 

  

・柏市の特徴や緑に関して，行政課題（緑

の保全・維持・増加，公園の魅力化，公

園の管理・更新，若手職員の能力向上な

ど），市民視点，民間視点を絡めなが

ら，現状を的確に捉えているか。 

5 25 

②計画の構成と業務

の進め方 

 

・①の現状分析と現計画に対して，変化点

と効果が分かりやすく整理された提案と

なっているか。 

・コンサルタントとして，上記の特徴を踏

まえ，専門的見・経験から，業務の進め

方に具体性や工夫がある提案となってい

るか。 

・業務工程が無理のない現実的な提案とな

っているか。 

・広く意見をとりいれる提案があるか。 

7 35 

③業務体制に関する

内容 

・業務担当者・主任技術者の専門性や実績

を活かして，本業務のより良い成果を期

待できるか。 

・業務の質向上に向け，社や協力者のサポ

ート体制が評価できるか。 

6 30 

経済性に対する評価  10 

  経済性（見積価格） 

・予定価格の 80％ 以下 5 点 

・予定価格の 85％ 以下 4 点 

・予定価格の 90％ 以下 3 点 

・予定価格の 95％ 以下 2 点 

・予定価格の 100％以下 1 点  

2 10 

配点の合計 100 
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  (2) 審査員の配点区分 

配点区分 評価内容 

５ 提案内容がかなり優れている 

４ 提案内容が優れている 

３ 提案内容がやや優れている 

２ 提案内容が普通 

１ 提案内容が劣っている 

 

１０ 審査方法及び選定方法 

(1) 審査方法 

最優秀提案者の審査は，柏市プロポーザル方式選定委員会（柏市緑の基本計画改定業

務委託）における，書類審査及びプレゼンテーション審査によるものとする。 

(2) 選定方法 

  ア 各審査員はそれぞれが項目ごとに評価を行い，その合計が最も高い提案者を１者選定

する。なお，点数は，項目ごとに５点満点で評価を行い，掛率を乗じて，評価点を算

出する。 

  イ 各審査員から多く選定された提案者を優先交渉権者（契約候補者）に選定する。 なお，

各委員それぞれから選定された最も高い提案者が同数となった場合には，各委員の協

議によって優先交渉権者を決定し，次点者を次点交渉権者に選定する。 

  ウ 審査の結果，企画提案の評価点が委員の一人でも３６点に満たない提案者は，優先交

渉権者として選定しない。 

１１ プロポーザル方式結果通知 

プロポーザル方式結果は，参加した業者に対し，書面にて通知する。審査内容及び審査

結果に対する異議は認めない。 

１２ 結果公表 

プロポーザル方式結果は，市ホームページに公表する。 

１３ 契約手続 

ア 最優秀提案者を契約候補者として特定し，当該者の提案内容を踏まえた仕様書を確

定した後，提案金額の範囲内で契約する。 

イ 契約候補者が契約を履行できる見込みがないと市が判断した場合は，契約を締結し

ないことがある。その場合，契約候補者は損害賠償請求をしないものとする。 

ウ 最優秀提案者と契約を締結できない場合は，次順位の提案者（第二優先交渉権者）
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と交渉を行う場合がある。 

エ 契約は，日本国通貨で行うものとする。 

１４ 事務局 

(1) 担当部署 

柏市都市部公園緑地課 担当 高橋，佐久川，小川，菅原 

(2) 事務局連絡先 

〒２７７－８５０５ 千葉県柏市柏２５５番地（分庁舎１） 

公園緑地課 ０４－７１６７－１１４８（直通） 

koenryokuchi@city.kashiwa.chiba.jp 

※ 郵送先は，「〒２７７－８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号 都市部公園

緑地課」とする。 

１５ その他 

(1) プロポーザル応募にあたって 

ア 本プロポーザル方式に係る費用については，全て提案者の負担とする。 

イ 提出された書類は返却しない。また，本プロポーザル方式における審査及びその説

明を目的に，その写しを作成し，使用するものとする。 

ウ 提出された書類に関して，開示請求があった場合は，公表することがある。なお公

表する場合は，提出された企画提案書の写しを作成し使用することが出来るものとす

る。 

エ 提出した書類の訂正・差し替えは認めない。なお，提出書類を外国語で作成する際，

通貨単位は円，言語は日本語にて翻訳したものを添付すること。 

オ 辞退をした場合も今後の入札などにおいて不利な扱いをすることはない。 

カ 受注者は，主たる業務を第三者に再委託してはならない。 

(2) 失格について 

 参加資格に定めるもののほか，次に掲げるいずれかに該当した場合には，失格とする。 

(ｱ) 参加意思表明書又は提案書について，提出期限を過ぎて提出された場合 

(ｲ) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(ｳ) 予定金額（上限金額）を超えた見積書を提出した場合 

(ｴ) プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合 

(ｵ) 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合 

(3) 最優秀提案者の選定にあたって 

 参加業者が１者のみであった場合においても，書類審査及びプレゼンテーション審査
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を実施する。ただし，最優秀提案者として適当でないと認められる場合には，最優秀提

案者として選定しないことがある。 

(4) 提供する資料について 

 プロポーザルへの参加にあたって，参加意思を表明した者で，希望する者に対して，

下記の資料を提供する。提供する資料は，あくまで参考資料である。 

 ・公園緑地の推移と現況  

 ・小規模公園の分析（令和３年度） 

・みんなの遊び場設置に対する考え（令和４年度） 

・公園利用実態調査（令和５年度アンケート調査） 

・柏市域における人流調査等に関する共同研究（令和５年度東京理科大） 


